
令和７年度決算書

令和８年度予算書（案）

資料２



自　令和7年4月 1日

至　令和8年3月31日

（出納整理期間 令和8年5月31日まで）

１　収入 （単位：円）

項目
令和6年度
決算額 予算額 決算額 摘　要

01負担金 18,916,000 15,910,000 15,910,000 市負担金(城南あおぞら号8,900,000、交通計画策定6,996,000、
事務費等4,000)

02補助金 9,067,000 6,708,000 8,019,000 フィーダー国庫補助金5,395,000、交通計画策定国庫補助金2,624,000

03諸収入 760,172 754,000 997,129
利息16,264、城南あおぞら号売上779,400、城南あ
おぞら号事務費不用分201,465

合計 28,743,172 23,372,000 24,926,129

２　支出 （単位：円）

項目
令和6年度
決算額 予算額 決算額 摘　要

01謝礼 0 0 0
委員謝礼
※前橋市一般会計から支出のため無し

02食糧費 12,233 8,000 4,302 会議用飲料代

03業務委託 9,966,000 6,996,000 6,996,000 交通計画策定業務

04諸経費 13,680 6,000 8,910
振込手数料（あおぞら号＠1,100×4、広瀬線＠1,100、計画
策定業務＠1,100）、文房具（＠2,310）

05負担金 9,441,000 9,441,000 10,684,000
フィーダー系統運営負担金（城南あおぞら号
8,900,000、広瀬線1,784,000）

06返還金 9,310,259 6,921,000 7,232,917
市へ返還(城南あおぞら号売上779,400、城南あおぞら号事務費不用分
201,465、フィーダー国庫補助金あおぞら号分3,611,000、交通計画策定国
庫補助金2,624,000、諸経費不用分788、利息16,264)

合計 28,743,172 23,372,000 24,926,129

上記のとおり報告いたします。

前橋市地域公共交通再生協議会　会 長　吉　田　　　樹

令和7年度前橋市地域公共交通活性化協議会決算書

令和8年5月27日



（１）フィーダー補助

（２）交通計画策定費

国

➂確保維持改善事業費補助
2,624千円

◎参考資料 令和７年度決算に係る主な資金の流れ

①負担金6,996千円

➁交通計画策定業務委託費
6,996千円

➃返還金2,624千円
(国庫補助相当)

国

運行事業者
日本中央バス

広瀬線

運行事業者
赤城タクシー
城南あおぞら号

運行主体
城南地区地域づくり協議会

法定協議会

前橋市地域公共交通活性化協議会

➆フィーダー系統運行費補助
5,395千円

➃運賃収入
➂運行費 8,400千円

➁運行負担金 8,900千円

運行事務費
500千円

⑤運賃収入・
事務費不用分
(返還)

⑧運行負担金
1,784千円

前橋市

①負担金8,900千円

➇返還金3,611千円
（国庫補助相当）

交通計画策定業務受託者

KCS東京支社

780千円
・202千円

780千円

前橋市負担

8,900－3,611－780－202＝4,307千円

前橋市負担

6,996－2,624＝4,372千円

780千円・202千円

⑥運賃収入・
事務費不用分 (返還)

法定協議会

前橋市地域公共交通活性化協議会 前橋市



自　令和8年4月 1日

至　令和9年3月31日

１　収入 （単位：千円）

項目
前年度
予算額 予算額 増減 摘　要

01負担金 15,910 8,910 △ 7,000 市負担金(城南あおぞら号8,900千円、事務費10千円)

02国庫補助金 6,708 5,395 △ 1,313 参考：フィーダー国庫補助金昨年度実績5,395千円

03諸収入 754 779 25 城南あおぞら号売上昨年度実績779千円

合計 23,372 15,084 △ 8,288

２　支出 （単位：千円）

項目
前年度
予算額 予算額 増減 摘　要

01謝礼 0 0 0
※委員報酬については、市一般会計予算から直接
執行

02食糧費 8 4 △ 4 会議飲物代（2000円*2回）

03業務委託費 6,996 0 △ 6,996 交通計画策定業務

04諸経費 6 6 0 事務費・消耗品費

05負担金 9,441 10,684 1,243 フィーダー系統運営負担金（城南あおぞら号8,900千円、
広瀬線1,784千円）

06返還金 6,921 4,390 △ 2,531 市返還金(城南あおぞら号国庫補助分3,611千円、城南あお
ぞら号売上779千円)

合計 23,372 15,084 △ 8,288

＊支出における各科目について1,000円未満は切り上げ。

＊会計年度については、翌年度の５月３１日までの出納整理期間を設けることとする。

＊会計年度終了後、残金については、市へ戻入を行う。

令和8年度前橋市地域公共交通再生協議会収支予算（案）

＊支出予算の項目ごとについて過不足が生じた場合は、相互に流用できるものとする。


